
全 住 協 第３６８号 

令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 

 

会 員 各 位 

 

一般社団法人 全国住宅産業協会 

事 務 局 長 米 山 篤 史 

 

不動産の売買取引に係る重要事項の説明にオンラインを活用する場合における 

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について 

 

国土交通省から標記についての周知依頼がありましたのでお知らせします。詳細は別添

資料をご参照ください。 

 

記 

 

１．通知等資料 (1)不動産の売買取引に係る重要事項の説明にオンラインを活用する

場合における宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正に

ついて(令和３年３月３０日 国不動第１０６号) 

(2)宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 新旧対照条文 

※(2)は全住協ＨＰにも掲載。 

 

２．施 行 日 令和３年３月３０日 

 

３．参 考 Ｈ Ｐ (1)宅地建物取引業法法令改正・解釈について(国交省ＨＰ) 

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000268.html#saikin 

(2)宅建業法にかかる IT を活用した重要事項説明等に関する取組み 

(国交省ＨＰ) 

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000092.html 

 

４．問 合 せ 先 (一社)全国住宅産業協会 担当：原田 

          ＴＥＬ ０３－３５１１－０６１１          以 上  



 

国 不 動 第 １ ０ ６ 号 

令和３年３月３０日 

 

 

一般社団法人全国住宅産業協会会長 殿 

 

 

                                  国土交通省不動産・建設経済局不動産業課長 

（公 印 省 略） 

 

 

不動産の売買取引に係る重要事項の説明にオンラインを活用する場合における 

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について 

 

 

 令和３年３月３０日から、宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売

買若しくは交換の代理若しくは媒介に係る重要事項の説明を、オンラインによって行うことが

可能となる。これに伴い、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方（平成１３年国総動第３号。

以下「ガイドライン」という。）について下記１．のように改正を行い、令和３年３月３０日

から施行することとしたので、下記のとおり通知する。貴団体におかれては、貴団体加盟の宅

地建物取引業者に対する周知・徹底を図られたい。 

 

記 

 

１．「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の改正点（別紙参照） 

 

一定の要件の下で実施された、不動産売買取引に係るオンラインによる重要事項説明（IT

重説）を、対面による重要事項説明と同様に取り扱うこととする等、ガイドラインについて

所要の改正を行う。 
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〇
宅

地
建
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引
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釈

・
運
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方
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平
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年
国

総
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新
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傍
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正
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現
 

 
 

 
 

 
 

 
行

 

 
 

第
３

４
条

の
２

関
係

 

 
宅

地
建

物
取

引
業

者
は

、
媒

介
契

約
の

締
結

に
先

立
ち

、
媒

介
業

務
を

依
頼

し
よ

う
と

す
る

者
に

対
し

て
、

不
動

産
取

引
の

全
体

像
や

受
託

し
よ

う
と

す
る

媒
介

業
務

の
範

囲
に

つ
い

て
書

面
を

交
付

し
て

説
明

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

こ
の

場
合

、
交

付
す

る
書

面
は

、
別

添
１

を
参

考
と

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

 

 
 
宅

地
建

物
取

引
業

者
は

、
媒

介
契

約
を

締
結

す
る

際
に

は
、

依
頼

者
に

専
属

専
任

媒
介

契
約

、
専

任
媒

介
契

約
、

一
般

媒
介

契
約

の
相

違
点

を
十

分
に

説
明

し
、

依
頼

者
の

意
思

を
十

分
確

認
し

た
上

で
、

媒
介

契
約

を
締

結
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
ま

た
、

宅
地

建
物

取
引

業
者

は
、

媒
介

契
約

を
締

結
す

る
際

に
、

売
買

等
の

契
約

当
事

者
の

一
方

か
ら

の
み

媒
介

の
委

託
を

受
け

る
こ

と
を

依
頼

者
に

約
し

た
場

合
に

は
、

そ
の

旨
を

媒
介

契
約

書
に

明
記

す
る

こ
と

。
 

１
・

２
 

（
略

）
 

３
 

標
準

媒
介

契
約

約
款

に
つ

い
て

 

⑴
 

（
略

）
 

⑵
 

標
準

媒
介

契
約

約
款

の
書

式
に

つ
い

て
 

①
 

活
字

 

日
本

産
業

規
格

Ｚ
８

３
０

５
に

規
定

す
る

８
ポ

イ
ン

ト
以

上
の

大
き

さ

の
文

字
及

び
数

字
を

用
い

る
こ

と
と

す
る

。
た

だ
し

、
フ

リ
ガ

ナ
等

は
８

ポ
イ

ン
ト

以
下

で
も

差
し

支
え

な
い

。
 

②
 
 
フ

リ
ガ

ナ
等

 

そ
の

他
必

要
に

応
じ

フ
リ

ガ
ナ

を
付

す
る

な
ど

依
頼

者
に

と
っ

て
読

み

や
す

い
も

の
と

す
る

こ
と

と
す

る
。

 

⑶
 

（
略

）
 

４
～

８
 

（
略

）
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第
３

５
条

第
１

項
関

係
 

１
 

（
略

）
 

２
 

宅
地

若
し

く
は

建
物

の
売

買
若

し
く

は
交

換
又

は
宅

地
若

し
く

は
建

物
の

売

買
、

交
換

若
し

く
は

貸
借

の
代

理
若

し
く

は
媒

介
に

係
る

重
要

事
項

の
説

明
に

Ｉ
Ｔ

を
活

用
す

る
場

合
の

取
扱

い
に

つ
い

て
 

宅
地

若
し

く
は

建
物

の
売

買
若

し
く

は
交

換
又

は
宅

地
若

し
く

は
建

物
の

売

買
、

交
換

若
し

く
は

貸
借

の
代

理
若

し
く

は
媒

介
に

係
る

重
要

事
項

の
説

明
に

テ
レ

ビ
会

議
等

の
Ｉ

Ｔ
を

活
用

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
次

に
掲

げ
る

す
べ

て
の

事
項

を
満

た
し

て
い

る
場

合
に

限
り

、
対

面
に

よ
る

重
要

事
項

の
説

明
と

同
様

に
取

り
扱

う
こ

と
と

す
る

。
 

な
お

、
宅

地
建

物
取

引
士

は
、

Ｉ
Ｔ

を
活

用
し

た
重

要
事

項
の

説
明

を
開

始
し

た
後

、
映

像
を

視
認

で
き

な
い

又
は

音
声

を
聞

き
取

る
こ

と
が

で
き

な
い

状
況

が

生
じ

た
場

合
に

は
、

直
ち

に
説

明
を

中
断

し
、

当
該

状
況

が
解

消
さ

れ
た

後
に

説

明
を

再
開

す
る

も
の

と
す

る
。

 

⑴
 

宅
地

建
物

取
引

士
及

び
重

要
事

項
の

説
明

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
が

、
図

面
等

の
書

類
及

び
説

明
の

内
容

に
つ

い
て

十
分

に
理

解
で

き
る

程
度

に
映

像

を
視

認
で

き
、

か
つ

、
双

方
が

発
す

る
音

声
を

十
分

に
聞

き
取

る
こ

と
が

で

き
る

と
と

も
に

、
双

方
向

で
や

り
と

り
で

き
る

環
境

に
お

い
て

実
施

し
て

い

る
こ

と
。

 

⑵
 

宅
地

建
物

取
引

士
に

よ
り

記
名

押
印

さ
れ

た
重

要
事

項
説

明
書

及
び

添
付

書
類

を
、

重
要

事
項

の
説

明
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

に
あ

ら
か

じ
め

送
付

し

て
い

る
こ

と
。

 

⑶
 

重
要

事
項

の
説

明
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

が
、

重
要

事
項

説
明

書
及

び
添

付

書
類

を
確

認
し

な
が

ら
説

明
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
状

態
に

あ
る

こ
と

並

び
に

映
像

及
び

音
声

の
状

況
に

つ
い

て
、

宅
地

建
物

取
引

士
が

重
要

事
項

の

説
明

を
開

始
す

る
前

に
確

認
し

て
い

る
こ

と
。

 

⑷
 

宅
地

建
物

取
引

士
が

、
宅

地
建

物
取

引
士

証
を

提
示

し
、

重
要

事
項

の
説

明

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
が

、
当

該
宅

地
建

物
取

引
士

証
を

画
面

上
で

視
認

で

第
３

５
条

第
１

項
関

係
 

１
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略
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２
 

宅
地
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は

建
物
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代
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要
事

項
の

説
明

に
Ｉ

Ｔ
を

活
用

す
る

場
合

の
取

扱
い

に
つ

い
て

 

 

宅
地

又
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建
物
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重

要
事

項
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説
明

に
テ
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Ｉ

Ｔ
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す
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た
っ

て
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に
掲
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る
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事
項

を
満

た
し

て
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る
場

合
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、
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き
た

こ
と

を
確

認
し

て
い

る
こ

と
。

 

３
～

５
 

（
略

）
 

き
た

こ
と

を
確

認
し

て
い

る
こ

と
。

 

３
～

５
 

（
略

）
 

 


